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資料１



１ 国民健康保険制度について

２ 本県の現況
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１ 国民健康保険制度について

（国保が抱える構造的な課題）

・年齢構成が高く、医療費水準が高い

・所得水準が低く、保険料負担が重い

・決算補填目的の一般会計からの法定外繰入れ

・小規模保険者が多い
国保財政の安定化

保険料水準の統一
同じ所得で、同じ年齢層・ 世帯構成であれば、県内ど
の市町村でも同じ負担

H30から国保制度改革が実施

改革の二本柱
１ 国の財政支援の拡充
⇒毎年3400億円の公費支援（全国ベース）
２ 県が国保運営の中心的役割
⇒納付金・交付金の仕組みの導入、国保運営方針の策定

［
改
革
前
］

市
町
村
が
個
別
に
運
営

［
改
革
後
］

県
と
市
町
村
の
共
同
運
営

①財政規模が大きくなる
②市町村同士の支え合いの
視点が加わる

将来的には

H30～

① H30国保制度改革の概要
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本県では
令和12年度から統一予定



改革の方向性

１．
運営の在り方
(総論)

○ 都道府県が、管内の市町村とともに、国保の運営を担う。

○ 都道府県が、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営等の中心的な
役割を担い、制度を安定化。

○ 都道府県が、統一的な運営方針として「国保運営方針」を示し、市町村が担う事務の効率化、
標準化及び広域化を推進。

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

２．
財政運営

財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

３．
資格管理

・国保運営方針に基づき、事務の標準化、
広域化を推進

･ 地域住民と身近な関係の中、
資格を管理(被保険者証等の発行等)

４．
保険料の決定
賦課・徴収

・標準的な算定方法等により、市町村ごと
の標準保険料率を算定・公表

・標準保険料率等を参考に保険料率を決定
・個々の事情に応じた賦課･徴収

５．
保険給付

・給付に必要な費用を、全額、市町村に支

払い
・市町村が行った保険給付の点検

･ 保険給付の決定
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等

６．
保健事業 ・市町村に対し、必要な助言･支援

・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健
事業を実施

１ 国民健康保険制度について

② 県と市町村の役割分担
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○納付金・交付金の仕組みが新たに導入され、県に特別会計を設置

１ 国民健康保険制度について

③ 財政の仕組み
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熊本

公費国

社会保険診療
報酬支払基金

支援金・納付金

※赤枠は令和８年度から追加される
子ども・子育て支援(納付)金の流れ
（既存の後期高齢者支援金、介護納
付金と同様）



※４方式：所得割・資産割・均等割・平等割

３方式：所得割・均等割・平等割、

２方式：所得割・均等割

医療分保険料

所得割●●％

均等割●●円

＝

平等割●●円

1

後期分保険料

所得割●●％

均等割●●円

＝

平等割●●円

2

介護分保険料

所得割●●％

均等割●●円

＝

3

令和８年度から追加

＜2方式＞＜3方式＞ ＜3方式＞

6

子ども・子育て
支援金

所得割●●％

均等割●●円

＝

4

平等割●●円

＜2/3方式＞

応能割 ・所得割 所得に応じて算定
・資産割 資産に応じて算定(本県では未採用)

応益割 ・均等割 人数に応じて（１人当たり）算定
・平等割 世帯に応じて（１世帯当たり）算定

18歳以上均等割●●円

１ 国民健康保険制度について

④ 保険料(税)の構成

※令和７年度時点において、一部市町村では介護分保険料を３方式で賦課している



２ 本県の現況

① 被保険者数
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（出典）国民健康保険実態調査報告（厚生労働省）

46,747 43,731 41,670 39,108 37,292 35,738 34,075 

58,312 54,950 52,345 49,412 48,449 46,735 45,211 

143,338 134,997 129,186 122,956 118,083 112,383 108,229 
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0～19歳 20～39歳 40～64歳 65～74歳 系列5

※各年度の９月末時点における
県内の国保被保険者数【単位：人】
（R6は速報値）



２ 本県の現況

② 医療費

（１）国保における
医療費の推移

（２）国保における
一人当たり医療費
の推移

（出典）
○国民健康保険事業年報
（厚生労働省）
○熊本県国民健康保険事業
状況報告書 8
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全国 熊本県円 ※医療費を年間平均被保険者
数で除して算出。



２ 本県の現況

③ 保険料（税）収納率

（出典）
○国民健康保険事業年報（厚生労働省）
○熊本県国民健康保険事業状況報告書
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※R4:全国36位、R5:全国35位
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２ 本県の現況

④ 本県の保険料(税)調定額及び１人当たり保険給付費

（出典）
○熊本県国民健康保険事業状況報告書
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80,426 80,913 78,528 82,391 87,641 88,912 87,809 88,585 89,439 89,939 

142,078 140,745 134,410 138,773 145,540 145,452 141,812 141,318 140,123 
138,538 
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（円）

１世帯当たり保険料（税）調定額
（介護分を除く）

１人当たり保険料（税）調定額

１人当たり保険給付費



（参考）

① 他制度との比較
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（出典）令和６年度全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料（厚生労働省）



（参考）

② 熊本県における国保運営体制
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県

【審議事項】
○ 事業費納付金の徴収
○ 都道府県国民健康保険運営方針の作成
○ その他の重要事項

【目的】 国保運営方針に基づく事項について協議等を行う。
【構成】 市町村の国保主管課長、国保連合会、県（国保・高齢者医療課、健康づくり推進課）

オブザーバー（県市長会、県町村会）等
【頻度】 ４回開催（予定：５月、９月、12月、３月）

【目的】 各部会において、事柄に応じた協議等を行い、連携会議に報告する。
【構成】 市町村の国保・国保税主管課担当者、国保連合会、県（国保・高齢者医療課、健康づくり推進課）等
【頻度】 ２～３回（協議テーマの状況次第）

連 携 会 議

検 討 部 会

報告等

熊本県
国民健康保険運営協議会

市町村

【審議事項】
○ 保険給付
○ 保険料の徴収
○ その他の重要事項

市町村
国民健康保険運営協議会

医療費適正化・保健事業部会
（３部会）

【協議内容（予定）】
・国保運営方針（主に第５章）に基づく取組推進に向けた協議等
【例】保険料水準の統一に係る協議（保健事業費の取扱い）、特定健診

等受診率向上、医療費適正化に向けたデータ分析及び効果的な
保健事業など

財政調整・保険料（税）部会
（１部会）

【協議内容（予定）】
・国保運営方針（主に第１～３章）に基づく取組推進に向けた協議等
【例】保険料水準の統一に係る協議（２・３部会所管事項を除く）、

事業費納付金・保険料率の算定、県繰入金２号分、収納率向上など

資格・保険給付適正化部会
（２部会）

【協議内容（予定）】
・国保運営方針（主に第４・６章）に基づく取組推進に向けた協議等
【例】保険料水準の統一に係る協議（一部負担金減免基準の統一）、

資格・給付事務の標準化・広域化、レセプト点検の充実強化、
第三者行為求償など

報告等 諮問・報告等

※連携会議の開催予定
及び検討部会協議内
容等はR7年度のもの


